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救急医療



救急医療の体制（第８次医療計画の見直しのポイント）

• 増加する高齢者の救急搬送や、特に配慮を要する救急患者を受け入れるために、地域における救急医療機関の役割を明確化する。

• 居宅・介護施設の高齢者が、自らの意思に沿った救急医療を受けられるような環境整備を進める。

• ドクターヘリについては、より効率的な対応ができるような広域連携体制の構築を進める。ドクターカーについては、全国の
様々な運行形態を調査し、地域にとって効果的な活用方法の検討を進める。

• 新興感染症の発生・まん延時において、感染症対応と通常の救急医療を両立できるような体制を構築する。

• 第二次救急医療機関は高齢者救急をはじめ地域で発生する救急
患者の初期診療と入院治療を主に担うなど、地域の救急医療機
関の役割を明確化する。

• 医療機関間で、転院搬送に必要な情報や受け入れ可能な時間帯、
搬送方法等についてあらかじめ共有しておくことを通じて、高
次の医療機関からの必要な転院搬送を促進する。転院搬送を行
う場合には、医療機関が所有する搬送用車両等の活用を進める。

• 医療関係者・介護関係者は、地域包括ケアシステムやACPに関
する議論の場等において、患者の希望する医療について必要な
時に確認できる方法について検討を進める。

• 自治体や医療従事者等は、患者や家族が、人生の最終段階にお
いてどのような医療を望むかについて日頃から話し合うことを
促す。

高度救命救急センター等の地域の
基幹となる救急医療機関

重症外傷等、
高度な知識や技
術を要する患者

第二次救急医療機関

高齢者救急等、地域で
発生する救急患者

転院を受け入れる
医療機関

転院

転院

東京都八王子市の例

東京都八王子市の救急医療情報キッ
トでは、『もしもの時に医師に伝えた
いことがあれば、チェックしてください』
との設問を設け、「できるだけ救命」
「延命してほしい」「苦痛をやわらげる
処置なら希望する」「その他」の回答
欄を設けている

（在宅療養・救急医療連携にかかる
調査セミナー事業報告書
https://www.mhlw.go.jp/content/10

800000/000549806.pdf）

概要

居宅・介護施設の高齢者の救急医療救急医療機関の役割等
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救急出動件数及び搬送人員の推移
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(注) １ 平成10年以降の救急出場件数及び搬送人員についてはヘリコプター出動分を含む。
２ 各年とも１月から12月までの数値である。

○ 救急出動件数及び搬送人員数は、令和２、３年は新型コロナの影響等により減少したものの、長期的

に増加傾向にあり、令和４年は過去最高値を更新した。

（出典）令和５年版 救急・救助の現況（総務省消防庁） 第16図より一部改変



年齢区分別搬送人員構成比率の推移

5（出典）令和５年版 救急・救助の現況（総務省消防庁） 第30図

○高齢者の搬送割合の中でも、特に75歳から84歳、85歳以上の割合が増加傾向にある。



2010年中

小児 成人 高齢者

令和５年度「救急・救助の現況」（総務省消防庁）のデータ（第32及び38表）をもとに分析。
総人口については、「救急・救助の現況」に準じ令和２年国勢調査人口を記載

（万人） （万人） （万人）

○ 高齢者の人口増加に伴い、高齢者の救急搬送人員が増加し、中でも軽症・中等症が増加している。
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小児 成人 高齢者

死亡 0.09万人 1.6万人 5.9万人

重症 1.1万人 12.7万人 34.0万人

中等症 10.2万人 61.2万人 119.8万人

軽症 34.1万人 122.8万人 93.9万人

総人口 2049.6万人 7807.7万人 2948.4万人

小児 成人 高齢者
（１８歳未満）（１８歳～６４歳） （６５歳以上）

死亡

０．０６万人 １．３万人 ７．８万人
－０．０３万人 －０．３万人 ＋１．９万人

▲33% ▲19% 32%

重症
(長期入院)

０．８万人 ９．６万人 ３７．７万人
－０．３万人 －３．１万人 ＋３．７万人
▲27% ▲24% 11%

中等症
(入院診療)

１１．４万人 ６０．８万人 １９８．０万人
＋１．２万人 －０．４万人 ＋７８．２万人

12% ▲1% 65%

軽症
(外来診療)

３６．９万人 １１４．５万人 １４２．７万人
＋２．８万人 －８．３万人 ＋４８．８万人

8% ▲7% 52%

総人口
1826.2万人 6961.6万人 3533.6万人
－223.4万人 －846.1万人 ＋585.2万人
▲11% ▲11% 20%

2022年中

傷病程度は、初診時における医師の診断に基づき、下記のように分類する。

2010年と現在の救急搬送人員の比較（年齢・重症度別）
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死亡 初診時において死亡が確認されたもの

重症（長期入院） ３週間の入院加療を必要とするもの以上

中等症（入院診療） 重症または軽症以外のもの

軽症（外来診療） 入院加療を必要としないもの
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脳疾患 心疾患等 消化器系 呼吸器系 精神系 感覚系 泌尿器系 新生物 その他 症状・兆候

診断名不明確

10年前と現在の高齢者における急病の疾病分類別搬送人員の比較（万人）

平成23年 令和３年

10年前と現在の救急自動車による急病の疾病分類別搬送人員の比較

（出典）救急・救助の現況（総務省消防庁）のデータをもとに分析したもの

○ 急病のうち、高齢者の「脳卒中」「精神系」を除いた疾患と、成人の「症状・徴候・診断名不明確」が増加している。

（万人）

小児 成人 高齢者

脳疾患 0.6万人 8.2万人 22.4万人

心疾患等 0.1万人 7.3万人 21.7 万人

消化器系 1.5万人 15.0万人 16.3 万人

呼吸器系 2.6万人 6.7万人 20.5 万人

精神系 0.5万人 9.8万人 2.2万人

感覚系 1.8万人 6.4万人 6.1万人

泌尿器系 0.1万人 6.0万人 4.7万人

新生物 0.02万人 1.5万人 4.0万人

その他 5.6万人 23.6万人 33.9万人

症状・徴候
診断名不明確

9.9万人 32.8万人 50.8万人

総人口 2034.0万人 7770.6万人 2975.2万人

小児 成人 高齢者

脳疾患
0.3万人

（0.3万人減）
5.8万人

（2.4万人減）
20.9万人
（1.5万人減）

心疾患等
0.2万人

（0.1万人増）
6.3万人

（1.0万人減）
25.8万人
（4.1万人増）

消化器系
1.2万人

（0.3万人減）
11.9万人
（3.1万人減）

19.9万人
（3.6万人増）

呼吸器系
1.8万人

（0.8万人減）
5.7万人

（1.0万人減）
23.7万人
（3.2万人増）

精神系 0.5万人
6.5万人

（3.3万人減）
1.9万人

（0.3万人減）

感覚系
1.4万人

（0.4万人減）
6.3万人

（0.1万人増）
8.8万人

（2.7万人増）

泌尿器系
0.2万人

（0.1万人増）
6.0万人

8.1万人
（3.4万人増）

新生物
0.01万人

(0.01万人減)
1.3万人

（0.2万人減）
5.3万人

（1.3万人増）

その他
2.8万人

（2.8万人減）
16.4万人
（7.2万人減）

28.6万人
（5.3万人減）

症状・徴候
診断名不明確

12.3万人
（2.4万人増）

43.9万人
（11.1万人増）

86.7万人
（35.9万人増）

総人口
1805.5万人
228.5万人減

7123.3万人
647.3万人減

3621.4万人
646.2万人増

平成23年中
令和３年中

7



1997 (平成９年) 救急医療体制基本問題検討会
－救急医療体制のあり方 －救急医療体制の個別課題
－救急医療の啓発普及 －救急医学教育

2000 (平成12年) 病院前救護体制のあり方に関する検討会
－病院前救護体制におけるメディカルコントロールについて
－地域における病院前救護体制を支える体制作り
－救急救命士の業務内容、教育と養成について
－心肺蘇生法の啓発・普及

2008 (平成20年) 救急医療の今後のあり方に関する検討会
－二次医療機関、三次医療機関の充実
－救急搬送における課題と円滑な受入推進について

2013 (平成25年) 救急医療体制等のあり方に関する検討会
－救急患者搬送・受入体制の機能強化について
－救急医療機関・救急医療体制の充実強化について
－救急患者の搬送等について
－小児救急医療における救急医療機関との連携について
－母体救命に関する救急医療機関との連携について
－精神疾患を有する患者の受入れ及び対応後の精神科との連携体制の構築について

2018
2021

（平成30年）
（令和３年）

救急・災害医療提供体制等の在り方に関する検討会
救急・災害医療提供体制等に関するワーキンググループ
－第８次医療計画における救急・災害医療の見直しの方向性について意見のとりまとめ

2023 （令和５年） 「第８次医療計画について」
令和５年３月31日厚生労働省医政局長通知（令和５年６月15日一部改正）

「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」
令和５年３月31日厚生労働省医政局地域医療計画課長通知（令和５年６月29日一部改正）
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救命救急センター（304カ所）
（うち、高度救命救急センター（47カ所））

病院群輪番制（387地区、2,729カ所）

救命救急医療（第三次救急医療）

入院を要する救急医療（第二次救急医療）

初期救急医療

令和４年4月1日現在（令和４年度救急現況調査より）

令和５年12月１日現在

ドクターヘリ（57カ所）

令和６年２月１日現在

共同利用型病院（18カ所）

在宅当番医制（557地区）

休日夜間急患センター（550カ所）

○重篤患者に対する高度な専門的医療を総合
的に実施することを基本とし、原則として、
重症及び複数の診療科領域にわたる全ての
重篤な救急患者を24時間体制で受け入れる
もの。

○二次医療圏単位で、圏域内の複数の病院が、
当番制により、休日及び夜間における入院
治療を必要とする重症救急患者を受け入れ
るもの。

○二次医療圏単位で、拠点となる病院が一部
を開放し、地域の医師の協力を得て、休日及
び夜間における入院治療を必要とする重症救
急患者を受け入れるもの。

○郡市区医師会ごとに、複数の医師が在宅当
番医制により、休日及び夜間において、主
に独歩で来院する自覚症状が軽い患者を受
け入れるもの。

○地方自治体が整備する急患センターにて、
休日及び夜間において、主に独歩で来院する
自覚症状が軽い患者を受け入れるもの。

救急医療体制体系図

令和４年4月1日現在（令和４年度救急現況調査より）

高度救命救急センターは、特に高度な診療機能を有
し、通常の救命救急センターでは対応困難な外傷や
疾患等の診療を担うもの。

（疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について（令和５年３月31日付け医政地発0331第14号）抜粋）
（救急医療対策事業実施要綱（令和５年５月16日付け一部改正医政発0516第21号）抜粋）
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H27 H28 H29 H30 R１ R２ R３ R4

三次救急（救命救急）
救命救急ｾﾝﾀｰ
（施設数）

271 279 284 289 290 294 296 299

二次救急
（入院を要する救急）

入院を要する
救急医療施設
（施設数）

2,769 2,733 2,896 2,865 2,769 2,720 2,689 2,747

（地区数） 410 429 418 435 414 392 410 405

初期救急

休日夜間急患
ｾﾝﾀｰ
（施設数）

560 559 563 575 568 551 556 550

在宅当番医制
(実施地区数)

613 599 600 625 637 601 604 557

救急病院等を定める
省令に基づく
医療機関数

総数 4,187 4,197 4,148 4,120 4,101 4,090 4,078 4,077

うち、病院 3,903 3,926 3,903 3,882 3,874 3,874 3,864 3,871

うち、診療所 285 271 245 238 229 216 214 206

（厚生労働省医政局調べ）

（令和４年４月１日時点）

※ 二次救急の（施設数）は、「病院群輪番制参加病院、診療所+共同利用型病院数」の数値である。
※ 二次救急の（地区数）は、「病院群輪番制地区数＋共同利用型病院数」の数値である。

（令和４年４月１日時点）
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救急医療体制の整備状況の推移



第8次医療計画で求めているMC協議会の機能

• 救急救命士等の行う処置や、疾患に応じた活動プロトコールを策定し、事後検証等によって随時改

訂すること

• 実施基準を踏まえ、搬送手段を選定し、適切な医療機関に搬送するためのプロトコールを策定し、事

後検証等によって随時改訂すること

• 医師から救急救命士に対する直接指示・助言体制が確立されていること

• 救急救命士等への再教育を実施すること

• ドクターカーやドクターヘリ等の活用の適否について、地域において定期的に検討すること

• ドクターヘリや消防防災ヘリコプター等の活用に際しては、関係者の連携について協議する場を設

け、ドクターヘリが同時に要請された際や、都道府県境付近の患者からの要請時における都道府県

境を超えた隣接都道府県との広域連携を含め、効率的な運用を図ること

• ドクターカーについて、厚生労働省が実施する調査や、調査に基づき作成されたマニュアルを参考

にしながら、救急医療提供体制の一部として、より効率的に活用すること

• 地域包括ケアシステムの構築に向け、第二次救急医療機関等の救急医療機関、かかりつけ医や介護

施設等の関係機関が連携・協議する体制を、メディカルコントロール協議会等を活用して構築し、よ

り地域で連携したきめ細やかな取組を進めること

• 必要に応じて年間複数回以上協議会を開催すること

（疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について（令和５年３月３１日付医政指発０３３１第１４号）抜粋）
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○ 救急医療に必要な機器及び医薬品を装備したヘリコプターであって、救急医療の専門医及び看護師等

が同乗し救急現場等に向かい、現場等から医療機関に搬送するまでの間、患者に救急医療を行うこと

のできる専用のヘリコプターのことをいう。 （ドクターヘリ導入促進事業：救急医療対策事業実施要綱）

ドクターヘリの運航 ドクターヘリの内部

ドクターヘリとは

12

1999 (平成11年) ドクターヘリ試行的事業を実施

2001 （平成13年） 「ドクターヘリ導入促進事業」開始

ドクターヘリ導入促進事業（救急医療対策実施要綱）
１．この事業は、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法（平成19年法律第103号）の趣旨に基づき、救命救急
センターにドクターヘリを委託により配備し、救急患者の救命率等の向上、広域救急患者搬送態勢の向上及びドクターヘリの全国的導入の促
進を図ることを目的とする。

救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法（平成19年法律第103号）
第１条
・ この法律は、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療が傷病者の救命、後遺症の軽減等に果たす役割の重要性にかんがみ、救急医療用
ヘリコプターを用いた救急医療の全国的な確保を図るための特別の措置を講ずることにより、良質かつ適切な救急医療を効率的に提供す
る体制の確保に寄与し、もって国民の健康の保持及び安心して暮らすことのできる社会の実現に資することを目的とする。

2007 （平成19年） 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法（法律第103号）

2022 （令和４年） 香川県の導入で、実質的な全国配備が完了（46都道府県、56機の配備が完了する。）



４６都道府県５６機導入

４機導入（１道）

２機導入（７県）

１機導入（１都１府３６県）

未導入（１府）

ドクターヘリの導入状況（令和6年2月1日現在）
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京都府は滋賀ドクターヘリが府南部をカバーするとともに、大
阪・兵庫ドクターヘリが協定の下カバーしている。

導入状況 46都道府県56機にて事業を実施

（令和４年４月18日現在）

平成13年度 岡山県、静岡県、千葉県、愛知県、福岡県

平成14年度 神奈川県、和歌山県

平成17年度 北海道、長野県

平成18年度 長崎県

平成19年度 埼玉県、大阪府、福島県

平成20年度 青森県、群馬県、沖縄県

平成21年度 千葉県（２機目）、静岡県（２機目）、

北海道（２機目、３機目）、栃木県

平成22年度 兵庫県、茨城県、岐阜県、山口県、高知県

平成23年度 島根県、長野県（２機目）、熊本県、

鹿児島県、秋田県、三重県

平成24年度 青森県（２機目）、岩手県、山形県、新潟県、

山梨県、徳島県、大分県、宮崎県

平成25年度 広島県、兵庫県（２機目）、佐賀県

平成26年度 北海道（４機目）

平成27年度 滋賀県、富山県

平成28年度 宮城県、鹿児島県（２機目）、愛媛県、

奈良県、新潟県（２機目）

平成29年度 鳥取県

平成30年度 石川県

令和３年度 福井県、東京都

令和４年度 香川県

令和5年度 愛知県（2機目）
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※ 出動件数：平成16年度～平成30年度（地域医療計画課調べ）、令和元年度以降（日本航空医療学会調べ）

※

ドクターヘリの実績推移
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連携している都道府県の双方のドクターヘリが、一部の圏域を相互に都道府県境を越えてカバーし合う。

○ 42府県において29の協定が締結され、ドクターヘリの都道府県境を越えた広域連携が行われている。

他都道府県のドクターヘリが都道府県境を越えてカバーする。
例）A⇒Bは、AのドクターヘリがBの一部地域をカバー。

大規模災害時における広域連携について協定を結んでいる。

富山県－石川県－福井県－長野県－岐阜県－静岡県－愛知県－三重県

都道府県境を越えた広域連携の協定締結状況

注）このほか、協定書はないが、都道府県境を越えたドクターヘリの活動について運航マニュアルの策定等を行い、広域連携を行っているものがある。

◇青森県－岩手県－秋田県 ◇茨城県－栃木県－群馬県 ◆鳥取県－島根県－岡山県－広島県－山口県－関西広域連合

◇岩手県－宮城県 ◇群馬県－埼玉県 ◇徳島県－愛媛県－高知県

◇宮城県－山形県 ◇群馬県－新潟県 ◇愛媛県－広島県

◇宮城県－福島県 ◇神奈川県－静岡県－山梨県 ◆福岡県－佐賀県

◇秋田県－山形県 ◇三重県－奈良県－和歌山県 ◇佐賀県－長崎県

◇山形県－福島県－新潟県 ◇大阪府 徳島県－和歌山県

◇福島県－茨城県 ◇京都府 滋賀県－福井県

• 千葉県⇒茨城県 • 岐阜県⇒福井県 • 大阪府⇒奈良県 • 徳島県⇒兵庫県 • 沖縄県⇒鹿児島県

• 富山県⇒岐阜県 • 大阪府⇒京都府 • 兵庫県⇒京都府鳥取県 • 福岡県⇒大分県

○ 自都道府県のドクターヘリを優先的に要請するパターンと、そうでないパターンの２種類に分けられる。

◇自都道府県のドクターヘリを優先的に要請する：重複要請や多数傷病者発生事案等の理由により、自都道府県のドクターヘリが出
動できない、もしくは自都道府県のドクターヘリのみでは対応できない場合に、他都道府県のドクターヘリを要請することができる。

◆地理的条件によっては、他都道府県のドクターヘリを優先的に要請することができる：基地病院から現場までの距離等によって、
自都道府県のドクターヘリの状況にかかわらず、他都道府県のドクターヘリを要請することができる。

15地域医療計画課調べ（令和４年６月）



○ ドクターカーは、過去の研究において「診療を行う医師を派遣するための緊急走行が可能な車両」（※）と定義されてお
り、医師が病院到着前に早期に診療を開始することができ、また、搬送中の診療の継続を可能とするものである。

（※）「ドクターカーの活用と類型化についての研究」より （平成28年度厚生労働科学研究：分担研究者 高山隼人ら）

○ 現場に医師が急行する場合や転院搬送に医師が同乗する場合など多様な運用事例がある。今後、どのような患者に対
して運用されているか、また、時間帯、気象状況や地理的条件による運用方法等について、令和４年度より実施する「ドク
ターカーの運用事例等に関する調査研究事業」において把握・分析し、今後の活用方法について検討していく。

消防機関

傷病者
発生

医療機関

医療機関の救急車
（傷病者搬送用ベッド有）

医療機関の乗用車
（傷病者搬送用ベッド無）

消防機関の救急車
（医師を医療機関にてピックアッ
プする方式等）

119番通報

ドクターカー要請
（現場に先着した救急隊より指令
部を通じてドクターカー要請がさ
れることもある。）

①現場に医師が急行

医師が病院到着前で診療を
開始し、診療を継続しながら
医療機関へ搬送

ドクターカーとは

16

１）

２
）

３
）

②転院搬送に医師が同乗

医療機関

医療機関の救急車
（傷病者搬送用ベッド有）

消防機関の救急車等

＜医療機関＞（厚生労働省の補助事業あり）

１）

２
）

運用事例 運用事例

医師が診療を継続しなが
ら他医療機関へ転院搬送

＜消防機関＞

http://www.bing.com/images/search?q=%e6%b6%88%e9%98%b2%e7%bd%b2&view=detailv2&qft=+filterui:license-L2_L3_L5_L6&id=EB9822F9B73151835F107EAC3BDFFB6C845E9FF6&selectedIndex=5&ccid=d8cszn62&simid=608042489940085189&thid=OIP.M77c72cce7eb697306ff08015a4eed743o0


災害医療



• 災害訓練や実災害時において、また、イベント時の事故等への備えに
おいて、医療コンテナを活用し有用性を検証する。

• 都道府県や医療機関は、災害時の医療提供体制を維持するために医療
コンテナ等を活用し、例えば、仮設診療所の設置や被災した病院施設
の補完等を行うことを推進する。

• 都道府県は、平時より災害医療に関する関係者と共に、関係機関の役
割・医療機関間の連携を強化する。

• 災害時に拠点となる病院以外の病院においては、災害時に自院にいる
患者への診療を継続するために、防災対策を講じ、災害時には災害時
に拠点となる病院と共に、その機能や地域における役割に応じた医療
の提供に努める。

災害医療の体制（第８次医療計画の見直しのポイント）

• DMAT・DPAT等の派遣や活動の円滑化や、様々な保健医療活動チームの間での多職種連携を推進する。また、DMAT・DPATは災害時のみなら
ず、新興感染症のまん延時における活動に対する支援を実施する。

• 災害時に拠点となる病院、拠点となる病院以外の病院が、その機能や地域における役割に応じた医療の提供を行う体制の構築を進める。

• 災害拠点病院等における豪雨災害等の被害を軽減するため、地域と連携して止水対策を含む浸水対策を進める。

• 医療コンテナの災害時における活用を進める。

概 要

• 保健医療福祉調整本部の下、災害医療コーディネーターや様々な保
健医療活動チームと共に訓練を実施し、災害時におけるそれぞれの
必要な役割の確認を推進する。

多 職 種 連 携

• 浸水想定区域や津波災害警戒区域に所在する医療機関は、風水害が
生じた際の被災を軽減するため、浸水対策を推進する。

• BCPの策定は、地域全体での連携・協力が必要であるため、地域防
災計画等のマニュアルとの整合性をとり、地域の防災状況や連携を
考慮し、実効性の高いBCPの策定を推進する。

止 水 対 策 を 含 む 浸 水 対 策

（電気設備の移設）（止水板の設置）

・関係機関の役割

・役割に応じた医療機関間の連携

災害医療に関連する会議

医 療 コ ン テ ナ の 災 害 時 の 活 用

災 害 時 に 拠 点 と な る 病 院 、 拠 点 と な る 病 院 以 外 の 病 院

＜CTコンテナ＞＜自衛隊 野外手術システム＞ ＜日本赤十字社 ｄERU＞

（※）保健医療活動チームは、このほか、日本赤十字の救護班、
国立病院機構の医療班、薬剤師チーム、保健師チーム、栄養士
チーム、リハビリテーション支援協会等を含む。

＜拠点となる病院＞ ＜拠点となる病院以外の病院＞＜災害医療関係者＞

18
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DMAT（災害派遣医療チーム）について

（令和６年４月１日時点）

・ DMATチーム 1,814隊

・ DMAT隊員数 17,674名

（職種内訳）

•医師 5,126名

•看護師 7,372名

•業務調整員 5,176名

医師

29%

看護師

42%

業務調整員

29%

※データはDMAT事務局より提供

○ 災害急性期（発災後48時間以内）に活動が開始できる機動性を持ったトレーニン
グを受けた医療チーム。
○ 自然災害や感染症等に際して、通常の医療提供が困難になった被災施設の組織体
制の再構築と、物資、診療、搬送等の支援により、包括的な危機管理対応を行う。

○ 厚生労働省が認めた専門的な研修・訓練を受けており、令和６年４月１日時点で、
DMATチームは1,814隊、DMAT隊員は17,674人となっている。

※ 平時は、災害拠点病院等で通常の医療に従事

※ １チームの構成は、医師１名、看護師２名、業務調整員１名の４名を基本

（平成28年の熊本地震時の活動写真）



○ 平成８年から、災害時における医療提供体制の中心的な役割を担う災害拠点病院を整備している。
○ 災害拠点病院には基幹災害拠点病院と地域災害拠点病院がある。

※基幹災害拠点病院：原則として都道府県に1箇所設置
※地域災害拠点病院：原則として二次医療圏に1箇所設置

○ 令和６年４月１日までに776病院が指定されている。
※基幹災害拠点病院： 63病院 ※地域災害拠点病院：713病院

20

災害拠点病院の指定状況

都道府県 基幹 地域 都道府県 基幹 地域 都道府県 基幹 地域

北 海 道 1 33 石 川 県 1 10 岡 山 県 1 11

青 森 県 2 8 福 井 県 1 8 広 島 県 1 18

岩 手 県 1 10 山 梨 県 1 9 山 口 県 1 14

宮 城 県 1 15 長 野 県 1 12 徳 島 県 1 10

秋 田 県 1 12 岐 阜 県 2 11 香 川 県 1 9

山 形 県 1 6 静 岡 県 1 22 愛 媛 県 1 7

福 島 県 1 11 愛 知 県 2 36 高 知 県 1 11

茨 城 県 1 17 三 重 県 1 16 福 岡 県 1 32

栃 木 県 1 12 滋 賀 県 1 9 佐 賀 県 2 6

群 馬 県 1 16 京 都 府 1 12 長 崎 県 2 12

埼 玉 県 3 19 大 阪 府 1 17 熊 本 県 1 14

千 葉 県 5 22 兵 庫 県 2 17 大 分 県 2 12

東 京 都 2 81 奈 良 県 1 6 宮 崎 県 2 10

神奈川県 － 35 和歌山県 1 9 鹿児島県 1 13

新 潟 県 2 12 鳥 取 県 1 3 沖 縄 県 1 12

富 山 県 2 7 島 根 県 1 9 合 計 63 713



医療施設浸水対策事業

概 要
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⚫ 令和４年台風第14号･第15号や令和５年台風第２号など、近年、全国各地で台風
や豪雨等による災害が発生し、洪水氾濫等による浸水被害を受けた医療機関にお
いては一部診療を制限せざるを得ない事態となるなど、地域の医療提供体制への
影響も生じることとなった。

⚫ 近年の被害状況を踏まえると、今後発生する台風・豪雨等に備え、医療機関にお
いて浸水対策の強化・充実を図る必要があるため、浸水想定区域に所在し、地域
の医療提供体制の観点から浸水想定区域から移転することができない医療機関に
対し、浸水対策の実施に必要な経費を補助する。

【事業概要】
浸水想定区域内に所在し、地域の医療提供体制の観点から浸水想定区域から移転することが

できない医療機関に対し、医療用設備や電源設備の想定浸水深以上への移設や止水板や排水ポ
ンプの設置のための財政支援を行い、医療機関における浸水被害の防止又は軽減を図る。

【補助対象】※いずれも公立を除く
・ハザードマップ等による洪水・津波・高潮の浸水想定区域内に立地している
救命救急センター、災害拠点病院、災害拠点精神科病院、周産期母子医療センター、へき地
医療拠点病院、へき地診療所、地域医療支援病院、特定機能病院、ほか政策医療実施機関

【調整率】 ０．３３



事業継続計画（ＢＣＰ）
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厚生労働省は、医療機関におけるBCP策定を支援するために、

平成29年から業継続計画（BCP）策定研修事業を行っている。

医療機関における事業継続計画（ＢＣＰ）とは

病院機能の損失をできるだけ少なくし、機能の立ち上げ、回復を早急に行
い、継続的に被災患者の診療を行うための計画

BCP：Business Continuity Plan事業継続計画

Ｂ Ｃ Ｐ の 概 念

完全
復旧

仮復旧
状況
確認

安全
確認

平
時

BCP実践後
の

復旧曲線

BCP実践前の

復旧曲線

災害時の診療機能の低下軽減・早期回復の方策
＝BCPを策定し、継続して医療を提供できる体制
を維持する。

機能低下軽減

機能早
期回復

100
％

診
療
機
能

○ 医療計画の見直し等における検討

会（平成28年）において、「医療

機関の業務継続計画の整備」等が

今後の課題とされた。

○ 平成29年度より、災害拠点病院の

業務継続計画策定等を義務化。

災害拠点病院、災害拠点精神病院において
ＢＣＰ策定はその指定要件に含まれている。

発
災
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○ 厚生労働省は、令和６年度からはじまる「第８次医療計画」の策定指針において、都
道府県や医療機関が災害時等に医療コンテナを検査や治療に活用することなどを新た
に盛り込んだ。

○ その結果、４７都道府県が策定した医療計画のうち、１７府県（３６．２％）の医療
計画において、医療コンテナの活用に係る文言が記載された。

【医療コンテナの活用に係る文言が盛り込まれた１７府県】
青森県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県、山梨県、岐阜県、静岡県、京都府、
和歌山県、徳島県、香川県、愛媛県、長崎県、熊本県、大分県
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救護所として石川県内へ延べ34基を設置・運用した

●避難所に隣接した救護所
珠洲市飯田小学校・・・２基
珠洲市正院小学校・・・１基
珠洲市宝立小学校・・・１基
珠洲市蛸島小学校・・・２基

●それ以外の救護所
珠洲市総合病院・・・２基
門前保健センター、穴水総合病院、
輪島市立輪島病院・・・３基
ごちゃまるクリニック・・・４基
志賀町立富来病院・・・10基

●SCU（航空搬送拠点臨時医療施設）
金沢市西部緑地公園・・・９基

設置概要

⚫ 令和６年能登半島地震では、家屋倒壊や断水等により、多くの住民が避難所での避難生活を
余儀なくされた。被災地域では、避難住民の医療需要に対応できる救護所が求められていた。

⚫ 石川県では、冬季の厳しい環境下における避難者への救護ニーズを想定し、一部の避難所や
医療機関の敷地内等に医療コンテナを用いた救護所を設置し、医療コンテナの輸送・設置オ
ペレーションを実施した。

▼ 飯田小学校に設置された避難所隣接の救護所

▲ 志賀町立富来病院に設置された医療コンテナ
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